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(57)【要約】
【課題】軽量で高剛性を有すると共に、交通事故時にお
ける歩行者の頭部障害を軽減することも可能となる車両
用エンジンフードを提供すること。
【解決手段】台形形状断面をもつと共に、車両前後方向
において該台形形状の頂部の幅が漸次変化する突条の複
数の突条のうちの一つを、中央骨部１４として中心線上
に配置し、残りの突条を、該中央骨部１４の両側に、所
定距離を隔てて、前記中心線に対して傾斜した形態とさ
れた側方骨部１６として配置したアルミニウム合金製の
インナーパネル１０と、アルミニウム合金製のアウター
パネルとを閉断面構造において重ね合わせて、車両用エ
ンジンフードを構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム合金製のアウターパネルとアルミニウム合金製のインナーパネルとを閉断
面構造において重ね合わせてなる構造の車両用エンジンフードにして、
　前記インナーパネルからエンジン側に台形形状断面をもって突出して、車両前後方向に
延びる、該突出した台形形状の頂部の幅が車両前後方向において漸次変化する突条の複数
が、該インナーパネルに形成され、且つ該インナーパネルの車両前後方向に延びる中心線
上に、該複数の突条のうちの一つが中央骨部として配置されていると共に、残余の突条が
、側方骨部として、該中央骨部の両側に、それぞれ所定の間隔を隔てて該インナーパネル
の車両前後方向に延びる中心線に対して傾斜した形態において配置されていることを特徴
とする車両用エンジンフード。
【請求項２】
　前記複数の突条が、それぞれ、その台形形状の頂部の幅が車両前方側から車両後方側に
向かって漸次増大する形態において、形成されている請求項１に記載の車両用エンジンフ
ード。
【請求項３】
　前記複数の突条が、前記車両前後方向における頂部の幅の変化形態が交互に逆方向とな
るように形成されている請求項１に記載の車両用エンジンフード。
【請求項４】
　前記中央骨部に対して、前記側方骨部が、５°～４５°の傾斜角度において配置されて
いる請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載の車両用エンジンフード。
【請求項５】
　前記複数の突条が、５個、７個又は９個の個数において形成されている請求項１乃至請
求項４の何れか一つに記載の車両用エンジンフード。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のエンジンフードに関し、特に、歩行者との衝突時における歩行者保
護に良好に対応し得ると共に、軽量で、高剛性を備えた自動車のエンジンフードに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動車のエンジンフードは、アウターパネルと、このアウターパネルの補強部
材として、アウターパネルの内面側に重ね合わされるようにして設けられ、エンジンフー
ドの骨格を形成して、エンジンフードの剛性を確保するインナーパネルとから、構成され
ている。
【０００３】
　そして、このような構成とされたエンジンフードにおいて、高剛性のエンジンフードを
得るためには、エンジンフードを最も効果的に補強し得るインナーパネルの構成として、
複数の補強梁を格子状に配置する構造が、考えられる。
【０００４】
　しかしながら、近年、交通事故時における歩行者保護が強く要請されている状況下にお
いて、自動車が歩行者と衝突した際に、歩行者の頭部がエンジンフードに衝突することが
少なくなく、これが致命傷になる恐れがあることが認められている。このため、上記のよ
うに、インナーパネルにおいて複数の補強梁を格子状に配置する構造とした場合には、か
かる複数の補強梁の交差部が、エンジンフードの他の部位に比べて著しく高剛性となるた
めに、自動車が歩行者と衝突したときに、歩行者が前記交差部により強い衝撃を受け易く
なるといった問題を惹起することとなるのである。
【０００５】
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　そこで、そのような問題に対処すべく、特開２００１－１５１１５９号公報（特許文献
１）においては、アウターパネルに接合する補強パネルに多数のビードを配置して、曲げ
剛性が縁部から中央部に向かって連続的に増加するようにして、実質的に同一の剛性を持
たせて、局部的な高剛性部位を無くし、エンジンフードの如何なる部位への頭部衝突の場
合にも、常に同一の衝撃を受けるようにしたエンジンフードが、明らかにされている。
【０００６】
　また、国際公開：ＷＯ０２／４７９６１号公報（特許文献２）においては、アウターと
インナーとが空間を介した閉断面構造をとって結合されたパネル構造体であって、インナ
ーパネルを、インナー全面にわたって複数本の波形ビードが略平行に設けられた波形形状
を呈するように構成して、その断面形状が、略頭部外径に近い波長のサイン曲線、サイン
ｎ乗曲線、又はスプライン曲線である波形フード構造とされているエンジンフードが、明
らかにされている。このようなエンジンフードによれば、エンジンフードへの衝突位置に
よらず、均一で優れた頭部衝突耐性を実現することが出来、且つ張り剛性等も高剛性化す
ることが出来るとされている。
【０００７】
　ところで、自動車の乗員を保護するといった観点からすると、エンジンフードには高い
剛性が必要とされるのであるが、近年、環境問題の面から、更には燃費を向上させるため
にも、より軽量化が求められており、このため、エンジンフードをアルミニウム合金板で
形成することが検討されている。しかしながら、アルミニウム合金板は、これまで一般的
に自動車用エンジンフードの材料として用いられていた鋼板と比べて大きく軽量化出来る
ものの、強度や成形性の点において性能が低く、従来の構造を単にアルミニウム合金板で
構成しただけでは、充分な剛性と歩行者保護特性（ＨＩＣ値の軽減）の両方を得ることが
出来ないものであった。
【０００８】
　また、歩行者保護の観点においては、インナーパネルとエンジン等のボンネット内の部
品とが接触すると、歩行者保護特性が悪化する（ＨＩＣ値が大きくなる）ところから、そ
れらを接触させない、或いは出来るだけそれらの接触を遅らせる必要がある。しかし、イ
ンナーパネルをエンジン等のボンネット内部品に接触させないようにするためには、イン
ナーパネルの位置をエンジン等のボンネット内部品よりも充分に高くする必要があり、そ
うすると、アウターパネルの位置も高くなってしまい、その結果、車両デザインに制限が
加わることに直結することとなる。
【０００９】
　そこで、軽量で、高剛性を備えると共に、エンジンフードのインナー側とエンジンとの
間の隙間を小さくした場合にあっても、交通事故等の衝突時における歩行者の頭部障害値
を有利に軽減し、衝突時の歩行者保護に充分に対応することの出来る車両用エンジンフー
ドが求められてきているのである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－１５１１５９号公報
【特許文献２】国際公開：ＷＯ０２／４７９６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課
題とするところは、軽量で、高剛性を有すると共に、交通事故時における歩行者の頭部障
害値を軽減することも可能となる車両用エンジンフードを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　そして、本発明にあっては、そのような課題を解決すべく、車両用エンジンフードの構
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造についてシミュレーションによる検討を鋭意重ねた結果として為された物であって、そ
の要旨とするところは、アルミニウム合金製のアウターパネルとアルミニウム合金製のイ
ンナーパネルとを閉断面構造において重ね合わせてなる構造の車両用エンジンフードにし
て、前記インナーパネルからエンジン側に台形形状断面をもって突出して、車両前後方向
に延びる、該突出した台形形状の頂部の幅が車両前後方向において漸次変化する突条の複
数が、該インナーパネルに形成され、且つ該インナーパネルの車両前後方向に延びる中心
線上に、該複数の突条のうちの一つが中央骨部として配置されていると共に、残余の突条
が、側方骨部として、該中央骨部の両側に、それぞれ所定の間隔を隔てて該インナーパネ
ルの車両前後方向に延びる中心線に対して傾斜した形態において配置されていることを特
徴とする車両用エンジンフードにある。
【００１３】
　なお、このような本発明に従う車両用エンジンフードの好ましい態様の一つによれば、
前記複数の突条は、それぞれ、その台形形状の頂部の幅が車両前方側から車両後方側に向
かって漸次増大する形態において、形成されることとなり、更に別の好ましい態様の一つ
によれば、前記複数の突条は、前記車両前後方向における頂部の幅の変化形態が交互に逆
方向となるように形成されることとなる。
【００１４】
　また、かかる本発明に従う車両用エンジンフードの望ましい態様の一つによれば、前記
中央骨部に対して、前記側方骨部は、５°～４５°の傾斜角度において配置されることと
なる。
【００１５】
　さらに、本発明に従う車両用エンジンフードの別の望ましい態様の一つにあっては、前
記複数の突条は、５個、７個又は９個の個数において形成されることとなる。
【発明の効果】
【００１６】
　このように、本発明に従う車両用エンジンフードによれば、アルミニウム合金製のアウ
ターパネルとアルミニウム合金製のインナーパネルとが閉断面構造において重ね合わせて
なる構造とされているところから、エンジンフードの重量を、従来の鋼鉄製のエンジンフ
ードよりも効果的に軽量化することが出来ると共に、慣性マスの低下により衝撃吸収性が
悪化してしまうようなことも有利に抑制することが可能となる。
【００１７】
　そして、そのような本発明に従う車両用エンジンフードにおいては、それを構成するア
ルミニウム合金製のインナーパネルに対して、かかるインナーパネル側からエンジン側に
向かって台形形状断面（断面ハット形状）をもって突出し、車両前後方向に延びる、該突
出した台形形状の頂部の幅が車両前後方向において漸次変化する突条が、骨部として、複
数形成されているところから、エンジンフードの剛性を、効果的に高めることが可能とな
るのである。
【００１８】
　しかも、かかるインナーパネルに形成された複数の突条が、該インナーパネルの車両前
後方向に延びる中心線上に、該複数の突条のうちの一つが中央骨部として配置されている
と共に、残余の突条が、かかる中央骨部の両側に、それぞれ所定の間隔を隔てて、前記中
心線に対して傾斜した形態において配置されているところから、車両前後方向の軸周りに
変形し難くすることが出来、以て、交通事故時における歩行者の頭部衝突によるエンジン
フードの車両幅方向に対する変形を、より効果的に抑制することが可能となる特徴がある
。
【００１９】
　このように、本発明に従う車両用エンジンフードによれば、軽量で、高い剛性を有する
と共に、効率的に衝撃を吸収することが可能となり、交通事故時における歩行者の頭部傷
害値を有利に軽減することが出来ることとなるのである。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】本発明に従う車両用エンジンフードを構成するインナーパネルの一例を示す平面
説明図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ切断線にて切断した端面を示す端面拡大部分説明図である。
【図３】図２の一部を更に拡大して示す説明図である。
【図４】本発明に従う車両用エンジンフードを構成するインナーパネルの別の一例を示す
平面説明図である。
【図５】実施例において検討した従来の構造のインナーパネルの一例を示す平面説明図で
ある。
【図６】実施例において実施した衝突試験によって得られたインパクターのストロークと
加速度との関係を示すグラフであって、（ａ）は、本発明例であるモデル１と従来例であ
るモデル３の結果を、（ｂ）は、本発明例であるモデル２と従来例であるモデル３の結果
を、それぞれ示している。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施の形態について、図面
を参照しつつ、詳細に説明することとする。
【００２２】
　先ず、図１には、本発明に従う車両用エンジンフードを、アウターパネルと共に構成す
るインナーパネルの一実施形態が、平面図の形態において、概略的に示されている。そこ
において、インナーパネル１０には、その板状のパネル部材１２の中央部位に、所定高さ
で突出する突条である中央骨部１４が、かかるインナーパネル１０の車両前後方向に延び
る中心線２０上に配置されると共に、その中央骨部１４の両側に、所定高さで突出する突
条である側方骨部１６の複数（ここでは、片側で３個、合計で６個）が配置されて、構成
されている。
【００２３】
　より詳細には、インナーパネル１０の全体形状を与えるパネル部材１２は、所定のアル
ミニウム合金板に、公知のプレス加工等を施すことによって、その車両の前後方向に相当
する図の上下方向における上辺及び下辺が、それぞれ、車両前方となる下方に凸なる略円
弧形状を呈すると共に、その右辺及び左辺が、それぞれ車両前後方向に直線状となるよう
に一体的に形成されて、構成されている。なお、かかるインナーパネル１０（パネル部材
１２）や、このインナーパネル１０の上に重ね合わされる、図示しないアウターパネルを
形成するアルミニウム材料としては、公知の各種のアルミニウム合金が適宜に選択されて
、用いられることとなるが、それらの中でも、ＪＩＳ　Ａ３０００系、Ａ５０００系、Ａ
６０００系の各種のアルミニウム合金が、好適に用いられることとなる。
【００２４】
　そして、そのようなパネル部材１２の中央部位には、パネル部材１２（インナーパネル
１０）からエンジン側に向かって所定高さをもって突出し、車両前後方向に所定長さをも
って延びる、図２や図３に示される如き、その断面形状が台形形状（断面ハット形状）を
呈する突条の複数が、中央骨部１４や側方骨部１６として、かかるパネル部材１２と一体
的に形成されている。なお、ここでは図示されていないが、通常、エンジンフードのイン
ナーパネルには、剛性の確保や他部品とのシール性の確保を目的として、エンジン側に向
かって所定高さで突出する骨部が、その外周部分を１周するように形成されており、その
ような凸部（骨部）が形成される部位を外周部と呼称し、そしてそのような外周部の内側
を、インナーパネルの内側部と称している。
【００２５】
　また、かかる中央骨部１４や側方骨部１６を構成する突条は、図３に示される如く、そ
の台形形状（ハット形状）の頂部の幅（Ｗ）が、車両前後方向において漸次変化するよう
にされており、ここでは、車両の前側から後側に向かって、頂部の幅（Ｗ）が、次第に幅
広となるようにされている。なお、かかる頂部の幅（Ｗ）は、好ましくは２０ｍｍ以上、
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１５０ｍｍ以下とされることとなる。これは、幅（Ｗ）を２０ｍｍ未満とした場合には、
ハット形状の高さ（ｈ）の寸法にもよるが、プレス加工等によって、ハット形状の突条を
成形する際に、割れやしわ等の成形不良が発生する可能性が高くなってしまうからである
。一方、かかる幅（Ｗ）を１５０ｍｍより大きくした場合には、歩行者の頭部（衝突試験
の際のインパクター）が衝突した際に、ハット形状部が局部的に変形、即ち、断面で考え
ると、インパクター衝突部においてハット形状が開くように変形し、ハット形状の底面が
折れるように変形する恐れがあり、そしてそれによって、初期の慣性マスが小さくなって
しまい、優れた歩行者保護特性を得られないからである。
【００２６】
　なお、それらの突条（中央骨部１４や側方骨部１６）の高さ（ｈ）は、好ましくは１５
ｍｍ以上、３５ｍｍ以下とされることとなる。これは、高さ（ｈ）を１５ｍｍ未満とした
場合には、ハット形状部の断面二次モーメントが低くなってしまい、歩行者の頭部（衝突
試験の際のインパクター）が衝突した際、その衝突部位が折れる等、局所的な変形が発生
してしまい、初期の慣性マスが小さくなってしまうのである。一方、かかる高さ（ｈ）を
３５ｍｍより高くした場合には、ハット形状部がエンジン等と早く衝突し、第二次ピーク
が大きくなり、優れた歩行者保護特性を得られなくなるからである。更に、かかるハット
形状の側壁の角度（θ）は、好ましくは、底面に対して１１０°以上、１３５°以下とさ
れることとなる。即ち、θが１１０°未満とされた場合には、ハット形状の他の寸法（ハ
ットの高さ：ｈ）にもよるが、プレス加工等によりハット形状を成形する際に、割れやし
わ等の成形不良が発生する可能性が高くなってしまうのである。一方、θが１３５°より
大きくされた場合には、インパクター（歩行者の頭部）が衝突した際に、ハット形状が局
部的に変形、即ち、断面で考えると、インパクター衝突部においてハット形状が開くよう
に変形する恐れがあり、そしてそれによって、初期の慣性マスが小さくなり、優れた歩行
者保護特性を得られなくなってしまうのである。
【００２７】
　そして、そのような形状とされた中央骨部１４は、その突条の長さ方向に延びる中心線
２２がインナーパネル１０（パネル部材１２）の中心線２０と重なるように、配置されて
いると共に、その中央骨部１４の車両幅方向の両側には、所定の間隔を隔てて、中央骨部
１４と同様の、断面ハット形状を呈する突条にて構成された側方骨部１６が、それぞれ３
個ずつ、その中心線がインナーパネル１０の中心線２０に対して傾斜した形態において、
配置されている。また、そのような側方骨部１６の中心線２４の傾斜角度は、ここでは、
中央骨部１４から離れるほど、インナーパネル１０の中心線２０より大きな傾斜角度とさ
れることによって、骨部全体が、車両前側から後側に向かって広がるような角度配置とさ
れている。なお、かかる側方骨部１６の中心線２４の、インナーパネル１０の中心線２０
に対する傾斜角度としては、好ましくは５°以上、４５°以下の角度が採用され、より好
ましくは１５°以上、４０°以下の角度が採用されることとなる。このように、ハット形
状の突条（側方骨部１６）の各々の中心線２４を、車両前後方向に対して５°以上の角度
にて傾斜させることにより、それら突条によって車両幅方向における強度も有利に向上さ
れて、車両前後方向の軸周りに折れ難くすることが可能となり、その結果、インナーパネ
ル１０の車両幅方向に対する変形を、より抑制することが可能となるのである。即ち、か
かる中心線２４の傾斜角度が５度未満となる場合には、そのような効果が発揮され得なく
なる一方、傾斜角度を４５°より大きくした場合には、中央骨部１４の両側に配置される
側方骨部１６の配置数が制限されてしまうこととなり、そのため、充分な歩行者保護特性
を発揮できなくなるのである。
【００２８】
　なお、インナーパネル１０（パネル部材１２）の内側部のうち、隣り合う中央骨部１４
や側方骨部１６との間の部分が、アウターパネルと接着される接着面１８となるのである
が、その寸法については、好ましくは、車両幅方向で３０ｍｍ以上、１５０ｍｍ以下とさ
れることとなる。これは、その部分の幅が３０ｍｍ未満とされた場合には、接着剤を塗布
するための台座が形成出来なくなるためであり、一方、その幅を１５０ｍｍより大きくし
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た場合には、中央骨部１４や側方骨部１６の間隔が広くなりすぎ、インパクターが衝突し
た時に、それら骨部１４，１６から受ける抗力が小さくなってしまい、充分な歩行者保護
特性が得られなくなってしまうのである。
【００２９】
　そして、このような構成とされたインナーパネル１０が、かかるインナーパネル１０が
採用される自動車のデザインに応じた、ここでは図示しない、所定形状に形成されたアル
ミニウム合金材料製のアウターパネルと重ね合わされて、それらパネルが、閉断面構造を
呈するように所定方式をもって結合されることによって、車両用エンジンフードが構成さ
れることとなる。なお、そのようなインナーパネル１０とアウターパネルとの結合は、例
えば、インナーパネル１０のアウターパネルと対向する面において、インナーパネル１０
のエンジン側に突出した突条以外の部分（中央骨部１４や側方骨部１６以外の部分）、換
言すれば、インナーパネル１０のアウターパネル側に突出した部分において、インナーパ
ネル１０とアウターパネルとを接着剤等によって接合することによって、それらを結合、
一体化させることが出来る。
【００３０】
　このように、本発明に従う構造とされたインナーパネル１０を採用した車両用エンジン
フードによれば、アルミニウム合金板にて形成されたインナーパネル１０とアウターパネ
ルとが重ね合わされて、閉断面構造を呈するように構成されているところから、従来の鉄
製のエンジンフードと比して、その重量を有利に軽量化することが出来ると共に、高い剛
性を効果的に発揮することが可能となり、その結果、交通事故時における歩行者の頭部傷
害値をも、有利に軽減することが出来ることとなるのである。
【００３１】
　すなわち、歩行者保護において、衝突時に頭部がぶつかる部位の衝撃吸収性能を向上さ
せるためには、当該部分の慣性マスを大きくすることが、最も効果的である。この慣性マ
スとは、歩行者保護試験におけるインパクターがフードに衝突した際、インパクターは、
フードから慣性の法則により抵抗を受けるのであるが、その慣性に影響を与える質量を、
一般的に慣性マスと称している。そして、従来の鋼板にて構成されたエンジンフードの場
合には、インナーパネルにおけるアウターパネルと接着する箇所のうち、不要部分はトリ
ムして（切り欠いて）、軽量化されることが多いのであるが、本発明のように、アルミニ
ウム合金にてエンジンフードを構成した場合には、密度が鋼板よりも大幅に低いため、そ
のような不要部分をトリムした場合、慣性マスが小さくなり、衝撃吸収特性が悪化してし
まうのである。そこで、そのような不要部分もトリムせず、アウターパネルとインナーパ
ネルとが閉断面となるように構成することによって、慣性マスの減少を抑えることが可能
となり、以て、優れた衝撃吸収特性を発揮することが可能となるのである。
【００３２】
　さらに、インナーパネル１０に、断面半球状や断面波形の形状と異なり、断面二次モー
メントが大きな断面ハット形状を呈する中央骨部１４や側方骨部１６が形成されているこ
とによって、インナーパネル１０の剛性を、有利に高めることが可能となる。その結果、
衝突初期にはインパクターが衝突した部位の骨全体が移動するため、慣性マスを大きくす
ることが出来ると共に、インパクターの速度が低下した後も、かかる中央骨部１４や側方
骨部１６によって高められた剛性によって、加速度の低下を抑えることが可能であり、以
て、優れた衝撃吸収特性を得ることが可能となるのである。
【００３３】
　また、かかる中央骨部１４や側方骨部１６を構成する突条の台形形状の頂部の幅（車両
幅方向の寸法）が、車両前後方向で漸次変化するようにされているところから、インナー
パネル１０の中央部分における、隣り合う骨部の間のインナーパネル１０表面、換言すれ
ば、アウターパネルと接着されるための面の幅を、車両の前後方向で同程度にすることが
出来ることとなり、その結果、衝突時に歩行者の頭部（衝突試験時のインパクター）がエ
ンジンフードのどの部位に衝突しても、剛性の大きな骨部（中央骨部１４や側方骨部１６
）で衝撃を吸収することが可能となるのである。即ち、隣り合う骨部（中央骨部１４や側



(8) JP 2012-148619 A 2012.8.9

10

20

30

40

50

方骨部１６）は、車両前後方向に対して角度を設けて設置されているため、それら骨部の
間の面は、車両幅方向の寸法が車両の前後方向で異なってくる。例えば、ハット形状の幅
が車両の前後方向で一定の場合、ハット形状骨部の中央線が、車両前側から車両後側にか
けて徐々に広がるような形状に設計すると、車両後側においてはアウターパネルと接着さ
れるための面の幅が広くなる。ここで、インパクターの衝突位置が、車両後側のアウター
パネルと接着されるための面である場合、ハット形状骨部と離れた位置を打撃することに
なり、衝撃吸収特性が悪化してしまうのである。そこで、ハット形状の幅を、車両前側か
ら車両後側にかけて徐々に大きくしていくことにより、インナーパネルにおけるアウター
パネルと接着されるための面の車両幅方向の寸法を、車両の前後方向で同程度に調整する
ことが出来るのである。
【００３４】
　以上、本発明の代表的な実施形態の一つについて詳述してきたが、それらは、あくまで
も例示に過ぎないものであって、本発明は、そのような実施形態に係る具体的な記述によ
って、何等限定的に解釈されるものではないことが、理解されるべきである。
【００３５】
　例えば、前述の実施形態においては、中央骨部１４の両側に配置される側方骨部１６の
個数は、それぞれ３個ずつとされ、インナーパネル１０に配置される中央骨部１４と側方
骨部１６の合計数は７個とされていたが、側方骨部１６をそれぞれ左右に２個、或いはそ
れぞれ左右に４個として、インナーパネル１０に配置される中央骨部１４と側方骨部１６
の合計数を、５個或いは９個とすることも可能である。
【００３６】
　また、かかる実施形態にて例示したインナーパネル１０にあっては、中央骨部１４や側
方骨部１６は、車両前側から車両後側になるにつれて、その断面台形形状の頂部の幅（Ｗ
）が大きくなる形状とされていたが、そのような頂部の幅（Ｗ）の可変量や、可変方向（
前側を大きくするか、後側を大きくするか）は、それぞれの骨部（１２，１４）毎に異な
る形態としてもよい。例えば、図４に示される如く、中央骨部１４は、車両前側から車両
後側になるにつれて、その幅（Ｗ）が順次大きくなる一方、そのような中央骨部１４と隣
り合う側方骨部１６ａ，１６ａは、車両前側から車両後側になるにつれて幅狭になるよう
にし、更にそのような側方骨部１６ａ，１６ａよりも車両幅方向外側に配置せしめられる
側方骨部１６ｂ，１６ｂは、中央骨部１４と同様に、車両前側から車両後側になるにつれ
て幅が順次大きくなるようにし、更に最外側に配置される側方骨部１６ｃ，１６ｃは、車
両前側から車両後側になるにつれて幅狭となるように配置される形態として、隣り合う骨
部で幅（Ｗ）の可変方向が異なる形態のインナーパネル３０とすることも可能である。
【００３７】
　さらに、それら例示したインナーパネル１０やインナーパネル３０においては、側方骨
部１６の傾斜角度、即ち、インナーパネル１０（３０）の中央線２０に対する側方骨部１
６の中央線２４の傾斜角度が、車両前側から車両後側に向かって広がるような角度配置と
されていたが、そのような配置形態とは逆に、車両後側から前側に向かって広がるような
配置とすることも、勿論可能である。
【００３８】
　更にまた、図２や図３に示される断面形態においては、各骨部１４，１６の台形形状の
角部が、二つの直線が交わる明確な角部として示されているが、一般にプレス成形等に形
成される、湾曲した（Ｒ形状とされた）角部であっても、何等差し支えない。
【００３９】
　その他、一々列挙はしないが、本発明が、当業者の知識に基づいて、種々なる変更、修
正、改良等を加えた態様において実施されるものであり、またそのような実施の態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、何れも、本発明の範疇に属するものであること
は、言うまでもないところである。
【実施例】
【００４０】
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　以下に、本発明の代表的な実施例を示し、本発明の特徴について更に明確にすることと
するが、本発明が、そのような実施例の記載によって、何等限定的に解釈されるものでな
いことは、言うまでもないところである。
【００４１】
　市販のＦＥＭ解析ソフトにより、シミュレーションを実行するために、先ず、エンジン
フードのインナーパネルとアウターパネルをメッシュモデル化したものを作製した。その
際、アウターパネル、インナーパネルには、アルミニウム合金板（ＡＡ６１１１相当、調
質Ｔ４）が使用されることを想定し、より実体フードに近い条件にてシミュレーションを
実施する目的から、塗装焼付処理後の材料特性を解析モデルに入力した。
【００４２】
　また、ここで作製したメッシュモデルとしては、本発明の実施例として、前述した実施
形態において例示の図１及び図４に示したような形状である、モデル１，２の２つを用意
した。即ち、モデル１は、図１に示されるように、車両後側ほど幅が広くなる断面ハット
形状の骨部と、それら骨部間に形成されるアウターパネルとの接着面とにより構成され、
そのハット形状の中心線が車両前後方向に対して扇状に広がるように配置されたインナー
パネルとした。一方、モデル２は、図４に示されるように、車両後側ほど幅が広くなる断
面ハット形状の骨部と、車両後側ほど幅が狭くなる断面ハット形状の骨部とを交互に配置
すると共に、それら骨部間にアウターパネルとの接着面を設けることによって構成され、
そのハット形状の中心線が車両前後方向に対して扇状に広がるように配置されたインナー
パネルとした。なお、断面ハット形状の車両前後方向の長さは、インナーパネルの周辺部
分を除く長さとした。また、それらモデル１，２において、骨部のハット形状断面におけ
る台形形状の頂部の幅（Ｗ）は、６０ｍｍから１２０ｍｍまで可変させ、各ハット形状（
骨部）の中心線は、車両前後方向に対し、１５°～４０°の範囲内の角度となるようにし
た。その際、それら中心線は、車両の前側から後側にかけて扇形となるように配置した。
【００４３】
　一方、従来技術の比較例として、図５に示される如き、インナーパネル４０からエンジ
ン側に台形形状断面をもって突出し、車両前後方向に延びる７個の骨部４２が形成された
ものをメッシュモデル化し、これを、モデル３とした。ここで、骨部４２の断面ハット形
状（台形形状）の頂部の幅（Ｗ）は８０ｍｍの一定幅とした。また、隣り合う骨部４２，
４２の間隔（アウターパネルとの接着面の幅）を１８０ｍｍとし、更に、それぞれの骨部
４２の中心線は、インナーパネル４０の中心線と平行となるように配置した。
【００４４】
　なお、このようにモデル化したそれぞれのエンジンフードについては、特定の車種を対
象としたものではなく、簡易的な形状とした。従って、ここで示した実施例と比較例の頭
部傷害値の絶対値については、実際の車種のフード意匠によって異なってくる。そこで、
ここでは、解析結果における加速度線図を相対的に比較した。なお、解析の際は、アウタ
ーパネル、インナーパネル共に、耐力が１５０ＭＰａ程度の６１１１－Ｔ４相当の応力－
ひずみ特性を解析モデルに使用し、アウターパネルの板厚を１．０ｍｍ、インナーパネル
の板厚を０．９ｍｍに設定した。
【００４５】
　そして、そのようなメッシュモデル化されたエンジンフードに対して、同様に、メッシ
ュモデルによるインパクタを衝突させるシミュレーションを行なった。その際、解析条件
として、ＪＮＣＡＰ（Japan New Car Assessment Program）における子供用頭部の衝突条
件に即した条件を入力した。具体的には、質量：３．５ｋｇ、外径：１６５ｍｍのインパ
クターを使用して、そのようなインパクターを、速度：３５ｋｍ／ｈ、衝突角度：６５°
で、エンジンフードの中央部に衝突させた。この試験によって得られたインパクターのス
トロークと加速度の関係のグラフを、図６（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す。
【００４６】
　ここで、一般的な頭部衝突試験におけるインパクターがフードの中央部に衝突した際の
現象を説明する。先ず、インパクターがアウターパネルに衝突し、変形を開始する。この
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し、その減速度（歩行者保護特性の評価においては加速度と称される）に与える影響因子
は、慣性マスの方が大きい。そして、ある程度インパクターが進入すると、インパクター
の加速度に与える影響因子は、剛性が殆どを占めるようになる。更に、インパクターが進
入すると、インナーパネルとフード内部の部品であるエンジン等が接触する。この際、イ
ンパクターの持つエネルギーが充分に消費されていない場合、底付きと言われる現象が発
生し、加速度が急上昇する。このように、衝突の前半と後半に加速度の大きな山（一般に
、第一ピーク加速度、第二ピーク加速度と呼ばれる）が現れる場合、最終評価値であるＨ
ＩＣ（頭部傷害値）の値も大きくなり、歩行者保護特性としての評価は低くなる。つまり
、歩行者保護特性を向上させるためには、底付きするまでに、インパクターの持つ衝突エ
ネルギーを充分に消費させ、第二ピーク加速度を低くすることが最良の方法となる。
【００４７】
　ここで、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示される、本発明に従う構造とされたモデル１，
２と従来の構造であるモデル３の加速度波形を比較すると、それぞれ、第一ピーク加速度
、第二ピーク加速度が異なっていることが解る。即ち、第一ピーク加速度は、本発明例で
あるモデル１、モデル２の方が若干高い。これは、従来例であるモデル３は、車両前後方
向にのみフードが変形しているのに対し、本発明例であるモデル１，２は、車両左右方向
にも、変形が広がっているためである。また、第一ピーク加速度の後の加速度も、若干で
はあるものの、本発明例のモデル１，２の方が高くなっている。即ち、エンジンとインナ
ーフードの接触時に、インパクターの持つエネルギーは、本発明例のモデル１，２の方が
少なく、第二ピーク加速度が低くなっている。従って、このような加速度波形の差は、本
発明例であるモデル１，２の方が、ＨＩＣが小さくなることを意味しており、歩行者保護
特性に優れていることが確認されるのである。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　インナーパネル
　１２　パネル部材
　１４　中央骨部
　１６　側方骨部
　２０　中心線
　２２　中心線
　２４　中心線
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